






【平成２７年度末までの時限措置】



【完了報告書の提出期限】
・耐震改修工事が完了してから３ヶ月以内
・最終期限：１月末まで







以内　※平成２６年４月１日以降に耐震改修を行った
　　　　場合は１０％以内かつ２５万円以内

※

建築管理課　耐震化支援担当
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